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報告事項（１） 

懇話会概要について 

 

１．懇話会設置の背景 

  

別紙参照「地域コミュニティの在り方懇話会設置について」 

  

●補足：これまでの地域協働・地域コミュニティの在り方に関連する朝来市の調査・検討経過 

平成 20 年度 

・ 第２次分権型社会システム検討懇話会の設置・検討結果をふまえ、「朝来市地域協働の指針」

（現行）を策定 参考資料１ 

Ø 朝来市自治基本条例（参考資料３）において定められている「参画と協働」、「市民自

治」に関する具体的な指針として、主に協働の考え方を地域協働（区や地域自治協議会

等と行政の協働）の指針を定めたもの。 

 

平成 23―25 年度 

・ 第３次分権型社会システム検討懇話会の設置・検討結果をふまえ、「朝来市地域協働アクショ

ンプラン」（平成 25 年 11 月）を策定 参考資料２ 

Ø 自治基本条例の理念もふまえ、現状・課題の整理とともに、朝来市の地域自治協議会の

自律した地域経営のしくみづくり、行政システム改革に基づいた地域協働への取り組み

を検討、方針と方策を、市民・区・各種団体、地域自治協議会、行政の別にとりまと

め、その関係性の現状と将来像について提示したもの。 

Ø 「朝来市地域協働アクションプラン」は懇話会の検討結果の中身を具体化した５年間の

計画であるが、平成 29 年度に計画期間は終了。改めて行動計画を見直すことなく、現在

に至っている。 

 

令和３年度 

・ 兵庫県地域再生大作戦未実施集落元気度調査及び朝来市小規模集落対策懇話会 

Ø 県の基準に基づき、小規模集落の現状・課題を調査・分析した。 

Ø その後の対策懇話会では調査結果から、区の運営に関する課題、移住と関係人口に関す

る取り組み、地域自治協議会の役割等について検討を行った。 

Ø 調査及び検討結果は令和５年度小規模集落ヒアリング資料３に反映し、調査を行った。 

   

  令和４−５年度 

・ 朝来市自治基本条例審議会による自治基本条例の検証と検証結果対応方針の策定 参考資料３ 
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Ø 制定後初めての条例検証を実施、「現時点での条例改正は行わない」こととした。「参画

と協働」、「情報の共有」、「自律と共助」というまちづくりの基本原則は変わらない。 

Ø 条例の基本理念等の市民・市職員への浸透、行政運営への反映、条例の検証の仕組みの

確立、市民一人ひとりが多様な取り組みを実践できるまちづくりを進めること等が課題

として挙げられた。 

 

 

２．懇話会の目的 

 自治基本条例の理念に基づき、市民協働の考え方を整理した上で、主に地域コミュニティの在り方

や今後必要な支援の方法について意見を示し、「朝来市 地域協働の指針」を改定する。なお、内容に

は地域自治協議会と朝来市行政それぞれの在り方や取り組むべきこと、小規模集落で見られる今後の

地域・生活課題への個別対応の考え方も手引き的に取りまとめ、市が指針を作成・改定する。 

 

 ●主な検討事項 

  別紙 協議事項（１）の資料３に掲載 

 

３．令和６年度の懇話会等での検討の進め方 

 令和５年度に、小規模集落及び地域自治協議会へのヒアリング等調査を実施した。この調査結果をふ

まえ、懇話会及びワーキンググループ、まちづくりフォーラムを開催し、検討を進める。 

 １）懇話会 

・ 年４回（予定） 

・ 委員を中心に 指針の案について全体で協議を行う 

 

 ２）ワーキンググループ（WG） 

・ 各 WG 年３回（予定） 

・ 委員に加えて各テーマに応じた出席者とともに具体協議を行い、懇話会へ報告する 

・ WGテーマは本日の協議にて決定 

 

 ３）まちづくりフォーラム 

・ 地域ごとに１回 計１１回開催（予定） 

・ 自治基本条例及び指針（案）の内容を説明し、指針（案）で示される課題やテーマについて、

市民（区・地域自治協議会、その他各種団体）と対話することにより出された意見を指針

（案）等に反映する。また、参加者とその内容の理解を深め、次年度以降の取り組みにつなげ

る。 

※具体スケジュールは協議事項（１）にて、案をもとに協議 
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